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報 告 

番 号 
件              名  備   考  

１４ 
令和６年度薩摩川内市水道事業会計継続費精算報告

書 
 

１５ 
令和６年度薩摩川内市一般会計等の健全化判断比率

について 

 

１６ 
令和６年度薩摩川内市公営企業会計の資金不足比率

について 

 

 



報告第１４号

年割額と

支払義務

発生額の
差

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

4 216,000,000 216,000,000 203,450,000 203,450,000 12,550,000 12,550,000

5 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000

6 216,000,000 216,000,000 316,238,000 316,238,000 △ 100,238,000 △ 100,238,000

計 540,000,000 540,000,000 519,688,000 519,688,000 20,312,000 20,312,000

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出

　　　薩摩川内市長　　田　中　良　二

比 較

年 割 額

左 の 財 源 内 訳

建 設 改 良
積 立 金

損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債
建 設 改 良
積 立 金

損 益 勘 定
留 保 資 金

令和６年度薩摩川内市水道事業会計継続費精算報告書

款 項 事業名

年

度
企 業 債

建 設 改 良
積 立 金

損 益 勘 定
留 保 資 金

全 体 計 画 実 績
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電
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事
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1
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報告第１５号 

令和６年度薩摩川内市一般会計等の健全化判断比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６

年度薩摩川内市一般会計等の健全化判断比率を、監査委員の意見を付けて次のと

おり報告する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

（単位：％） 

区  分  健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 ― １１．８１ ２０．００ 

連 結 実 質 赤 字 比 率 ― １６．８１ ３０．００ 

実 質 公 債 費 比 率 ６．６  ２５．０  ３５．００ 

将 来 負 担 比 率  ―  ３５０．０   

 

 

 

 

 

参  照  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号） 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やか

に、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以

下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に

報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２～７ 略 
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報告第１６号 

令和６年度薩摩川内市公営企業会計の資金不足比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和

６年度薩摩川内市公営企業会計の資金不足比率を、監査委員の意見を付けて次の

とおり報告する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

（単位：％） 

会   計    名  資金不足比率 経営健全化基準 

薩摩川内市温泉給湯事業特別会計 ― 

２０．０ 

薩摩川内市浄化槽事業特別会計 ― 

薩摩川内市水道事業会計 ― 

薩摩川内市簡易水道事業会計 ― 

薩摩川内市下水道事業会計 ― 

 

 

 

 

 

参  照  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号） 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前

年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金 

不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２・３ 略 
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